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「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方検討会とりまとめ」の概要 

 
 
１．不動産取引への反社会的勢力の関与のリスク 

 不動産取引は、対象となる取引の財が高額で換金性が高い、取引形態・契約形

態が多様、取引の件数が多い、さらには、業界の構造として新規参入や廃業が

多い、個人・小規模の事業者が多いなどの特性を有している。 
結果として、不動産取引が、関与のリスクに繋がりやすい状況に置かれてい

ることが伺える。 

 

２．不動産取引からの反社会的勢力の排除に向けた取組の現状 

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（H19.6 犯罪対策閣

僚会議幹事会申合せ）（以下「企業指針」という。）で示されている基本原則（①

組織としての対応、②外部専門機関との連携、③取引を含めた一切の関係遮断、

④有事における民事と刑事の法的対応、⑤裏取引や資金提供の禁止）を基本と

し、不動産取引等の特性に沿って取組を実施していくことが必要となる。 

既に一定の取組が進められているが、事業者独自の取組や一部地域における

取組にとどまっていることから、その効果を十分に発揮することができていな

い状況である。 

 

３．不動産取引からの反社会的勢力の排除の必要性 

不動産取引からの反社会的勢力の排除は、不動産業界の健全性の向上、安心・

安全な不動産取引の実現、不動産取引における従事者の安心・安全の確保のた

めに必要である。加えて、企業防衛と企業の社会的責任の観点からも排除が求

められている。 
（１）企業防衛の観点から 

反社会的勢力は、時代の変化とともに、組織や関与の形態を変化させつつ、

収入源の確保に向けた活動を行ってきており、今後もその形態を多様化させ

つつ、不動産取引に忍び寄ってくることが予想され、こうした反社会的勢力

の関与に備え、恒常的に防衛を図っていくことが求められる。 

（２）企業の社会的責任の観点から 

不動産は国民の住生活や経済活動の基盤であり、その取引や財そのものの

安心・安全の確保は極めて重要である。つまり、安心・安全な不動産取引に

対する国民の要請は大きく、業界全体としての社会的責任やコンプライアン

スによる対応が非常に重要である。 
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４．不動産取引からの反社会的勢力の排除の適法性 

不動産取引に反社会的勢力が関与した場合、反社会的勢力の活動を維持・助

長することに繋がることや安心・安全な不動産取引に対する社会的な要請を鑑

みると、反社会的勢力との不動産取引を拒絶することには、契約自由の原則、

憲法上の人権規定等との関係からみても適法性があると考えられる。 

ただし、訴訟等になった場合は、最終的には具体的な事案ごとに司法の判断

によることになり、今後は、関与による被害や不動産業界の健全性の確保にあ

たっての阻害要因などについて整理し、その適法性について確認していくこと

が必要となる。 
 

５．不動産取引からの反社会的勢力の排除の基本的な考え方 

反社会的勢力と不動産取引を行うことは、反社会的勢力の維持・拡大に繋が

る可能性が非常に高いことを認識し、企業指針にも示されている反社会的勢力

との一切の関係遮断を目指していくことが必要である。 
また、不動産取引に関わる事業者にとっての報酬等の経済的利益がある場合

であっても、取引から反社会的勢力を排除していかなければならないことを強

く認識することが必要である。 
取組を進めるにあたっては、不動産取引の特性、関与のリスク、排除の必要

性を業界全体として共有していくことが必要で、さらには、事業者団体、事業

者それぞれに求められる役割に応じた認識も必要となる。 
 
６．不動産取引からの反社会的勢力の排除施策 

不動産取引においては、業界や取引の特性などを踏まえながら、反社会的勢

力の排除を具体的にどのように進めていくかを検討し、それぞれの施策を体系

的に捉え、効果的に進めていくことが必要である。 

また、関与のターゲットが、取組の進んでいない事業者や地域にシフトしな

いよう、業界全体として取組を進めていくことが必要である。 

（１）組織的な対応 

不動産取引においては、取引業務を従業者が単独で対応することが多く、

従業者を孤立させることなく、組織的な対応を行っていくことが必要である。

また、反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムに位置付け、倫理規程、

社内規範等に明文化していくことも必要である。 
①組織的な対応の実効性の確保 

経営者自身が、コンプライアンスに対する姿勢を積極的に示し、組織全体

において意識の醸成に努める必要がある。実務においても、専門部署等を設

け、予め問題を解決する体制や手順を備えておくことが必要である。 
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②業界全体、業界団体による対応（共助） 
反社会的勢力の排除に向けた取組には、事業者独自での対応（自助）、業界

全体、業界団体による対応（共助）、国や関連機関での対応（公助）があり、

特に、個人や小規模事業者には、共助の観点から、業界団体等による事業者

間でのサポート体制が求められる。 
（２）暴力団排除条項の導入 

暴力団排除条項を導入して活動していくことは、不動産取引において、反

社会的勢力との関係を遮断するために有効な施策である。取引形態等に応じ

た導入が求められることになるが、導入例等が示されることで、組織的な対

応が難しい事業者にも活用が容易となる。 

①導入にあたっての課題 
不動産の売買契約については、導入に向けて、遡った契約の解除の実効性

も含めた具体的な検討が必要であり、併せて媒介業者がどのように活用して

いくのかの検討も必要である。 

また、複雑な権利調整や様々な契約形態が存在する大規模プロジェクトか

らの排除についても検討が必要である。 

②導入後の実効性の確保 
各種規則等において、暴力団排除条項の活用を位置付けていくことが必要

である。活用にあたっては、実務レベルでの課題を整理し、具体的な対応方

策を検討することが必要である。また、広く業界全体で活用していくことが

求められる。 
③賃貸借契約における暴力団排除条項の活用の徹底 
暴力団排除条項自体のみならず、具体的な対応策についても普及啓発を図

っていくことが必要である。 

（３）反社会的勢力に係る情報の共有 

取引の相手が反社会的勢力であるか否かを判断するためには、反社会的勢

力に係る情報が必要となる。個々の事業者で収集できる情報量には限界があ

るが、事業者間の連携による共有を通じ、より多くの情報を入手することが

可能となる。 
①排除の取組に求められる情報 
反社会的勢力の情報には、暴力団等の属性に係る情報と不当要求等の行為

要件に着目した情報の他、介入されてしまった事例情報やその対応策を共有

することも有益である。 
情報の収集方法としては、日常の取引業務における入手や報道等の活用が

考えられるが、後者については、現場からの情報をいかに蓄積していくかが

重要である。 
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②情報を活用、共有する際の課題 
反社会的勢力の情報を共有する前提として、共有する主体間に信頼関係が

必要となる。また、これら情報には、情報源やその内容自体の正確性、時点

などの問題が想定される。 
（４）外部専門機関との連携 

警察、暴追センター、弁護士会等の外部専門機関との連携が不可欠となる。

反社会的勢力か否かの判断時には、外部専門機関からの情報提供が必要とな

り、また、平素からの連携は、反社会的勢力と対峙する従業者の不安感や恐

怖心を克服するためにも有効となる。 
 

７．反社会的勢力の排除に向けた今後の検討 

不動産取引への関与による被害や不動産業界の健全性の確保にあたっての阻

害要因等を整理し、適法性について確認することが必要である。また、実務レ

ベルでの排除策の検討を進め、事業者団体、事業者等の各主体が適切な役割分

担の下で、一体となって取組を進めていくことが必要である。 
また、今回の検討は、不動産取引からの排除を中心としたものであるが、賃

貸業、管理業等の他の業種・業態においても反社会的勢力の排除に向けた検討

を進め、不動産業界全体として、排除に向けた取組を進めていくことが必要で

ある。 

さらに、不動産取引においては、反社会的勢力が宅地建物取引業者等として

関与することがあってはならないことである。今後は、こうした実態等を把握

しつつ、事業者からの一層の排除についても、検討を進めていくことが求めら

れる。 


